
「第3号被保険者制度」がある場合 （単位：万円）

年　収 社会保険料 年　収 社会保険料 年　収 社会保険料 年　収 社会保険料 年　収 社会保険料 年　収 社会保険料

夫 600 90 300 45 494 74 470 70 470 70 494 74
妻 0 0 300 45 106 0 130 20 130 0 106 16
計 600 90 600 90 600 74 600 90 600 70 600 90

年　金
受取額

「第3号被保険者制度」が廃止された場合 （単位：万円）

年　収 社会保険料 年　収 社会保険料 年　収 社会保険料 年　収 社会保険料 年　収 社会保険料 年　収 社会保険料

夫 600 90 300 45 494 74 470 70 470 70 494 74
妻 0 20 300 45 106 16 130 20 130 20 106 16
計 600 110 600 90 600 90 600 90 600 90 600 90

年　金
受取額

※世帯年収６００万円で試算しています。
※夫婦の年収によっては夫と妻を入れ替えてください。

290 290 290 290 290 290

290 290 267 290 262 290

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

企業規模に関係なく 妻が50人以下の企業に勤務 妻が51人以上の企業に勤務

専業主婦世帯 共　　稼　　ぎ　　世　　帯

妻の年収が0円 夫婦の年収が同じ 妻の年収が106万円未満 妻の年収が130万円以上 妻の年収が106万円以上130万円未満

企業規模に関係なく 妻が50人以下の企業に勤務 妻が51人以上の企業に勤務

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

第３号被保険者制度が廃止された場合の社会保険料負担額と年金受取額の比較表

専業主婦世帯 共　　稼　　ぎ　　世　　帯

妻の年収が0円 夫婦の年収が同じ 妻の年収が106万円未満 妻の年収が130万円以上 妻の年収が106万円以上130万円未満



年金受取額の詳細計算
　①　夫…50万円×5.481÷1000×12カ月×40年＝1,315,440円（老齢厚生年金）　1,315,440円＋795,000円（老齢基礎年金）＝　2,110,440円
　　　妻…795,000円（老齢基礎年金）
　　　夫＋妻＝2,110,440円＋795,000円＝2,905,440円
　②　夫…25万円×5.481÷1000×12カ月×40年＝657,720円（老齢厚生年金）　657,720円＋795,000円（老齢基礎年金）＝　1,452,720円
　　　妻…25万円×5.481÷1000×12カ月×40年＝657,720円（老齢厚生年金）　657,720円＋795,000円（老齢基礎年金）＝　1,452,720円
　　　夫＋妻＝1,452,720円＋1,452,720円＝2,905,440円
　③　夫…41万円×5.481÷1000×12カ月×40年＝1,083,045円（老齢厚生年金）　1,083,045円＋795,000円（老齢基礎年金）＝　1,878,045円
　　　妻…795,000円（老齢基礎年金）
　　　夫＋妻＝1,878,045円＋795,000円＝2,673,045円
　④　夫…39万円×5.481÷1000×12カ月×40年＝1,030,428円（老齢厚生年金）　1,030,428円＋795,000円（老齢基礎年金）＝　1,825,428円
　　　妻…10.8万円×5.481÷1000×12カ月×40年＝285,012円（老齢厚生年金）　285,012円＋795,000円（老齢基礎年金）＝　1,080,012円
　　　夫＋妻＝1,825,428円＋1,080,012円＝2,905,440円
　⑤　夫…39万円×5.481÷1000×12カ月×40年＝1,030,428円（老齢厚生年金）　1,030,428円＋795,000円（老齢基礎年金）＝　1,825,428円
　　　妻…795,000円（老齢基礎年金）
　　　夫＋妻＝1,825,428円＋795,000円＝2,620,428円
　⑥　夫…41万円×5.481÷1000×12カ月×40年＝1,083,045円（老齢厚生年金）　1,083,045円＋795,000円（老齢基礎年金）＝　1,878,045円
　　　妻…8.8万円×5.481÷1000×12カ月×40年＝232,394円（老齢厚生年金）　232,394円＋795,000円（老齢基礎年金）＝　1,027,394円
　　　夫＋妻＝1,878,045円＋1,027,395円＝2,904,440円
　⑦～⑫…　どの世帯も世帯年収600万円に相当する社会保険に加入しているので年金受給額は2,904,440円となる。


	受取年金も含む

